
令和３年６月２２日 

新潟市水道局経理課 

 

質     疑 回 答     書  

  

１ 公告番号  新潟市水道局契約公告第４号 

２ 調達物品名 グループウェアノートパソコン機器リース及び保守（令和３年度更新分） 

３ 管理番号  ００１ 

上記案件につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。 

質 疑 事 項 回    答 

①賃貸借契約条項 第１９条 長期継続契約におけ

る契約の変更または解除 

予算の減額又は削除に伴う解除等について，契約解

除の際は，３項にある甲乙協議の上で決定とありま

すが，賃貸借の場合，契約期間中の解約は残期間の

リース料について，中途解約金として解約月に一括

ご請求をさせて頂く形となりますが，その認識でよ

ろしいでしょうか。過去に解約金が払われなかった

事例はございましたでしょうか。 

 

 

②第１５条 動産総合保険 

完全な状態に修理及び取り替えとありますが，動産

総合保険の保険適用額は，残リース料を限度とする

為，修理額が残リース料を超過した場合，貴市での

費用負担が発生もしくは，納入ディーラーとの保守

契約範囲での適応を要することとなりますことをご

了承頂けますでしょうか。 

 

 

③第１６条 契約不適合責任 

契約不適合と判明してから１年とありますが，メー

カー保証が納入後１年間のみとなっている為，納入

もしくは，賃貸借開始日から１年間という認識でよ

ろしいでしょうか。 

 

 

④入替元となる物件は，購入またはリースどちらで

しょうか。また，期間はどのくらい使用しました

か。 

 

① 当局の契約は，予算に基づいて契約を行うこと

となっています。本契約は翌年度以降の支出予算が

保証されていないため，万が一，契約期間中の解約

となった場合，残リース料金はお支払いできませ

ん。また，ご質問のような事例はありません。 

 

 

 

 

 

 

② 当局の責によって修繕の必要が生じた場合は，

第１２条第３項に記載のとおり，当局の負担となり

ますが，それ以外の場合は受託者の負担となりま

す。 

 

 

 

 

 

③ 契約不適合による請求は，納入または賃貸借開

始日からではなく，契約不適合と知った時点から起

算して１年以内です。 

 

 

 

 

④ リース物件で，４年使用したものの代替です。 

 

 


